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三菱ＵＦＪ年金ニュース三菱ＵＦＪ年金ニュース三菱ＵＦＪ年金ニュース

平成23年度に新たに指定された31基金を含め、全81基金が公

表されました。

⇒新たに指定された基金は、11/16付で改定された新基準に基づ

き「健全化計画」を来年2月末まで※に提出する必要があります。

また、既に指定済の基金についても改定された新基準に基づき

「健全化計画」を見直すこととされています。

ポイントポイント

ご参考に厚年基金以外のお客様にも送付させて頂きます。

※ 指定年度の２月末日までに提出することが困難な場合には、その旨を地方厚生（支）局長に報告し、遅くとも、指定年度
の翌年度の９月末日までに管轄の地方厚生（支）局長に提出

指定基金の今後のスケジュールイメージは次頁ご参照

発行元：三菱ＵＦＪ信託銀行 年金コンサルティング部
※本件に関するご照会は営業担当者までお願い致します。また本資料は、当社が公に入手可能な情報に基づき作成したものですが、その内容の正
確性・完全性を保証するものではありません。施策の実行にあたっては、実際の会計処理・税務処理等につき、貴社顧問会計士・税理士等にご確認く
ださいますようお願い申し上げます。当レポートの著作権は三菱UFJ信託銀行に属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。
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「純資産額≧最低責任準
備金×0.9」※１の場合

「純資産額＜最低責任準
備金×0.9」の場合

「年金給付等積立状況の

確認 」を行政宛提出

指定基金を指定（厚生労働大臣）

※１ 期ズレありの最低責任準備金（以下同様）

※２ 12月末の積立水準判定のため弊社総幹
事の指定基金様に今後ご案内予定

今後のスケジュール（平成23年度指定の場合）今後のスケジュール（平成23年度指定の場合）

現在（平成23年12月）

平成23年12月末

発行元：三菱ＵＦＪ信託銀行 年金コンサルティング部
※本件に関するご照会は営業担当者までお願い致します。また本資料は、当社が公に入手可能な情報に基づき作成したものですが、その内容の正
確性・完全性を保証するものではありません。施策の実行にあたっては、実際の会計処理・税務処理等につき、貴社顧問会計士・税理士等にご確認く
ださいますようお願い申し上げます。当レポートの著作権は三菱UFJ信託銀行に属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。
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平成24年2月末 「健全化計画書」を行政
宛申請

平成24年2月

平成24年3月末 「健全化計画」の承認（厚
生労働大臣）

速やかに指定解除

平成24年1月

「健全化計画」の代議員
会議決

「健全化計画」の作成

「積立水準（12月末）算定依頼書※２」を弊社宛ご提出

「健全化計画実施年次報
告書（別添様式５）」の行政
宛提出※４

「四半期健全化計画実施
報告書（別添様式４）」の行
政宛提出※３

平成24年7月15日

※３ 四半期業務報告書の提出と併せ地方厚生
（支）局長宛提出（原則3、6、9、12月の翌月
15日まで）

※４ 指定年度より決算報告書の提出と併せ地方
厚生（支）局長宛提出（9月末まで）

平成24年9月末

・別添様式2-2（健全化計画
に基づく財政見通し）
・別添様式3（年金数理に関
する確認）

基金が行うこと 行政が行うこと 弊社が行うこと

指定年度の２月末日までに提出する
ことが困難な場合には、その旨を地
方厚生（支）局長に報告し、遅くとも、
指定年度の翌年度の９月末日までに
管轄の地方厚生（支）局長に提出

以上


